
①自己所有の敷地等に隣接した法定外公共用財産（里道・水路）を発見

②下記等の事由を確認
（例１）法定外公共用財産が里道や水路としての機能・形状が喪失している場合に隣接する
　　　　土地所有者等が自己所有地を一体利用しようとする時
（例２）既に法定外公共物を占用している隣接地所有者等が不法占用を解消しようとする時

③法定外公共用財産払い下げの事前協議願いの提出
　　　 　  【添付書類】・位置図
　　 　　　　 　　　　 ・法務局公図写し
　　  　　　　 　　　　・委任状
　　  　　　　 　　　　・現況写真
　　  　　　 　　　　　・払い下げを受けようとする土地の現状及び理由書

　　  　　　 　　　　　・利害関係人の同意書（法定外公共用財産の※機能を管理している
　 　  　　　 　　　　 　 協議会、土地改良区等及び隣接土地所有者の機能廃止の同意）

④提出書類の審査（現地及び地下埋設物の確認等含む）

⑤審査結果を申請者に回答（問題なければ次のステップへ）

⑥用途廃止の申請をしようとする土地の官民境界の確定

⑦法定外公共用財産用途廃止申請書（本申請）を作成し添付書類を添えて都市整備課へ提出
　　  　　 【添付書類】・位置図
　　 　 　　 　　　　　・法務局公図写し
　　 　 　　 　　　　　・土地調書
　　 　 　　 　　　　　・払い下げを受けようとする土地の現状及び理由書
　　 　 　　 　　　　　・平面図
　　 　 　　 　　　　　・丈量図

　　  　　　 　　　　　・利害関係人の同意書（法定外公共用財産の※機能を管理している
　 　  　　　 　　　　 　 協議会、土地改良区等及び隣接土地所有者の機能廃止の同意）
　　 　 　　　 　　　　・境界確定書の写し
　　 　 　　 　　　　　・現況写真
　　 　 　　 　　　　　・買受誓約書

     　　　　※既に提出されているものについては不要

⑧当該法定外公共用財産の用途廃止を審議し、結果を申請者に回答

※以上が都市整備課窓口で行う用途廃止までの流れとなります。
　この後の売払手続き関係につきましては、総務課窓口での対応となります。

 
　電 話：
　FAX：

（売払手続き関係窓口）  
小松島市　総務部　総務課　管財担当 　電 話：0885-32-2123

　FAX：

小松島市法定外公共用財産用途廃止までの流れ

（用途廃止申請関係窓口）
小松島市　都市整備部　都市整備課　管理・地籍担当 0885-32-2118

0885-33-2104

0885-33-3253


